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 「労務費に関する基準」に基づく適正な水準の労務費の確保を円滑にする観点から、一定の職種分野について、専門
工事業団体・元請団体等により構成される職種別意見交換会における検討を行った上で、標準的な作業・施工条件等
を前提とした場合に適正な水準の労務費として算出される、基準の具体値（基準値）を国土交通省が示すことを位置
づける。

「労務費に関する基準」の具体値を定める際の手続きについて

職種別意見
交換会を実
施する職種
分野の選定

労務費の基準に関するワーキンググループ
構成:有識者、発注者、受注者（事務局 国土交通省）
役割:・職種分野横断的な主要論点の議論

・労務費に関する基準案の作成

職種別意見交換会
構成:当該基準値に関係する専門工事業団体、元請団体、

国土交通省
役割:基準値を設定すべき代表的な工種（作業）、当該職

種分野の実情に応じて必要な留意点等に係る検討

職種別意見交換会における基準値の検討

基準値設定
に係る職種
横断的事項
の決定

基準値案
の報告
・質疑

基準値の
決定
・公表

・本WGにおける議論
を経て、基本的な事
項については労務費
に関する基準(中建
審)において位置づ
けた上で、細目は本
WGにおいて決定

・当該職種分野に関係
する業界団体間の準
備が整ったものから
順次選定

基準値の設定に係る検討のフロー

労務費の基準WGと職種別意見交換会の役割分担

・職種別意見交換会
の検討結果を反映
した基準値案を事
前にWGに報告

・職種別意見交換会
の検討、WGへの報
告を経て、国土交
通省において決定
、公表

基準値を設定
する工種（作
業）の細分化
の程度の検討

国土交通省直
轄工事の積算
実績で頻度の
高い工種（作
業）をたたき
台に、当該職
種分野の実情
を踏まえ、基
準値を設定す
る「代表的な
工種(作業)」
を設定

国土交通省直
轄工事の積算
基準等を基に
「代表的な細
別(作業)」の
「標準的な規
格・仕様」を
設定。
これに対応す
る「歩掛」「
設計労務単価
」を適用し基
準値を算出。

国土交通省直轄
工事の積算基準
等を基に基準値
算出の「条件」
について設定。
条件に加え、価
格交渉にあたっ
ての留意すべき
点を整理。
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※適用設計労務単価、歩掛の改定等に伴う形式的改定は、国土
交通省単独で実施し、事後にWGに報告
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改正法施行後における継続検討事項等の取扱いについて
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【参考】労務費に関する基準の作成に関するWGの設置

〇 中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会 中間とりまとめ
（令和５年９月19日）（一部抜粋）

（１）標準労務費の勧告

請負契約締結の際に労務費の相場観を与える役割をもたせ、～（略）～廉売行為を規制するに当たっての
参考指標としても用いるため、適正な工事実施のために計上されるべき労務費を中長期的にも持続可能な水
準で設定し、これを「標準労務費」として、学識者・受注者・発注者から構成される公平中立な機関である中央
建設業審議会から勧告すべきである。
（留意点）

標準的な労務歩掛等の設定に当たっては、～（略）～行政のみならず建設工事の受発注者等の関係者から
も十分に意見を聴取して検討を進めていくことが必要である。

標準労務費の作成のため、法案成立後に中央建設業審議会にWGを設置し、検討を行っていくこととしたい。

※国会提出中の建設業法の一部改正を含む法律案においては、
中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告できることとしているが
この規定は公布後３ヶ月以内に施行することとしている。

令和６年３月27日
中央建設業審議会資料
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